
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□市町村長から個人住民税の特別徴収税額の通知が

あります。 

※令和 5 年度の住民税の給与からの特別徴収は、6

月分からの徴収になります。 

□今月の祝日は、3 日憲法記念日、4 日みどりの日、

5 日こどもの日です。 

□5月、6月決算法人の方は、賞与等決算の対策の準

備をして下さい。 

 

 

 

□確定申告税額の延納届による延納税額の納付期限 

 5 月 31 日（水） 

□自動車税・軽自動車税の納付期限 

 5 月 31 日（水） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

※当事務所におきましても、5月よりクールビズの推

進を行います。何卒よろしくお願い致します。 

 

 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ４月更新記事案内 
ホームページ『お役立ち情報』の 4月の更新は以下の通りです。 

 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２３年４月 Vol.49 

【雇用調整助成金】自主返還の場合は企業名非公表に 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２３年４月 Vol.50 

【税務調査】国税庁や税務署も SNS を見ている！ 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２３年４月 Vol.51 

【NISA】現行 NISA・課税口座→新 NISA へのロールオーバーは NG！ 

■知らないと損する！？お金や税金ニュース ２０２３年４月 Vol.52 

【退職金大増税？】退職所得控除の見直しを検討へ 

■経営サポートナビ２０２３年５月号 

①中小企業向けの公的制度をご紹介 

②企業型 DC とは？貯蓄 2000 万円時代に選ばれる確定拠出年金の使い方 

③コロナが中小企業金融にもたらしたもの 

④投資ファンドを活用した中小企業の事業承継とは 

⑤新しい固定資産税減税のポイント 

⑥産業雇用安定助成金（事業再構築支援コース） 

 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ（https://tam-jp.com/） 

Ｔ＆Ｍ田中会計ホームページ「お役立ち情報ページ」（https://tam-jp.com/msnavi/） 

今月の経営チェックポイント✓ 

  

 

納税期限スケジュール 


